
第３６号議案 

   足立区住宅・建築物耐震助成条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２１年２月２３日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

   足立区住宅・建築物耐震助成条例 

（目的） 

第１条 この条例は、住宅及び建築物の耐震工事等を実施するものに対

して、その費用の一部を助成することにより、地震による住宅及び建

築物の倒壊等を未然に防止し、並びに区民の生命及び財産の保護を図

り、もって災害に強いまちづくりに寄与することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号

に定めるところによる。 

（１） 住宅 延べ面積の過半を居住の用に供する建築物をいう。 

（２） 共同住宅 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に規定

する共同住宅、下宿、寄宿舎その他これらに類する建築物の用

途に供する住宅であって、複数の住戸が存するものをいう。 

（３） 分譲マンション ２以上の区分所有者が存する共同住宅であ

って、建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９

号）第３条に規定する団体により管理されるものをいう。 

（４） 特定建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７

年法律第１２３号。以下「耐震改修促進法」という。）第６条

各号に規定する建築物（住宅を除く。）をいう。 

（５） 木造 地上階数が２以下の建築物の主要構造部のうち、柱及

びはりの過半につき木材を使用していることをいう。 

（６） 非木造 建築物の主要構造部のうち、柱及びはりの過半につ



き木材以外の材料を使用していることをいう。 

（７） 旧耐震基準 建築基準法施行令の一部を改正する政令（昭和

５５年政令第１９６号）による改正前の建築基準法施行令（昭

和２５年政令第３３８号）に規定する構造強度に関する規定を

いう。 

（８） 耐震診断 旧耐震基準を適用して建築された建築物（以下「旧

耐震基準建築物」という。）を対象とした、建築物の耐震診断

及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成１８年国

土交通省告示第１８４号）別添の建築物の耐震診断及び耐震改

修の実施について技術上の指針となるべき事項（以下「技術指

針」という。）その他規則で定める事項に沿って実施する地震

に対する安全性の評価（旧耐震基準建築物のうち木造の建築物

にあっては、規則で定める耐震改修計画（以下「耐震改修計画」

という。）の策定を含む。）をいう。 

（９） 耐震改修工事 耐震改修計画に基づき実施する工事であって、

次のいずれかに該当するものをいう。 

    ア 木造の住宅 耐震診断の結果が技術指針別表第１（一）又

は（二）に該当する場合においてこれを同表（三）又は規則

で定める基準に適合させるための工事 

    イ 住宅を除く木造の建築物 耐震診断の結果が技術指針別表

第１（一）又は（二）に該当する場合においてこれを同表（三）

に適合させるための工事 

    ウ 非木造の建築物 耐震診断の結果が技術指針別表第６（一）

若しくは（二）に該当する場合においてこれを同表（三）に

適合させるための工事又は規則で定める工事 

２ 前項各号に定めるもののほか、この条例で使用する用語の定義は、

建築基準法及び耐震改修促進法で使用する用語の例による。 

（助成の対象） 



第３条 区長は、第５条第１項の規定による助成金の交付の申請がされ

たときに現に存する１の建築物を対象として、次の各号のいずれかに

該当する耐震診断、耐震改修計画の策定又は耐震改修工事（以下「耐

震工事等」という。）を実施した個人及び法人その他の団体（国、地

方公共団体及び公共的団体並びに宅地建物取引業法（昭和２７年法律

第１７６号）に規定する宅地建物取引業を営むもの（以下「宅地建物

取引業者」という。）が、その業の目的のために耐震工事等を実施し

ようとする場合における宅地建物取引業者を除く。）に対し、当該耐

震工事等に要した費用の一部を助成することができる。 

（１） 住宅、共同住宅又は特定建築物を対象として実施した耐震診

断。ただし、木造の建築物については、規則で定める者（以下

「耐震診断実施者」という。）が実施した耐震診断に限る。 

（２） 非木造の共同住宅又は非木造の特定建築物（以下「非木造共

同住宅等」という。）を対象として実施した前号の耐震診断に

係る助成金の交付を受けた場合における当該非木造共同住宅等

を対象として実施した耐震改修計画の策定。ただし、当該耐震

診断の結果が技術指針別表第６（一）若しくは（二）又は規則

で定める基準に該当する場合に限る。 

（３） 旧耐震基準を適用して建築され、かつ、建築基準法第３条第

２項の規定に該当する非木造共同住宅等を対象として実施した

耐震改修工事。ただし、耐震改修促進法第８条に規定する認定

を受けた耐震改修計画に基づき実施した耐震改修工事に限る。 

（４） 木造の建築物又は共同住宅を除く非木造の住宅（以下「木造

建築物等」という。）を対象として実施した第１号の耐震診断

に係る助成金の交付を受けた場合における当該木造建築物等を

対象として実施した耐震改修工事。ただし、木造の建築物につ

いては、原則として、当該木造の建築物を対象として耐震診断

を実施した耐震診断実施者による工事監理（建築士法（昭和２



５年法律第２０２号）第２条第７項に規定する工事監理をい

う。）を受けて実施した耐震改修工事に限る。 

２ 前項の規定により助成を受けようとするもの及び助成の対象となる

建築物は、規則で定める助成の要件に適合しなければならない。ただ

し、区長が必要と認める場合は、この限りでない。 

３ 第１項の規定又は他の耐震工事等に係る助成制度等による助成金の

交付を受けた場合は、同一の耐震工事等については、同項の規定によ

る助成金の交付を受けることができない。 

（助成金の額） 

第４条 助成金の額は、耐震工事等に要した費用の額（他の条例、規則

その他の規程による助成制度等の対象となる耐震工事等の工事相当額

を除く。）とする。ただし、耐震工事等に要した費用の額に規則で定

める率を乗じて得た額及び規則で定める限度額を超えてはならない。 

（助成の手続） 

第５条 助成金の交付を受けようとするものは、規則で定めるところに

より、区長に申請しなければならない。 

２ 区長は、前項の申請があったときは、規則で定めるところにより、

当該申請に係る書類の審査を行い、適当と認めたときは助成金の交付

を決定する。 

 （交付決定の取消し） 

第６条 区長は、助成金の交付の決定を受けたものが、次の各号のいず

れかに該当するときは、交付の決定を取り消すことができる。 

（１） 虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付又は交付の

決定を受けたとき。 

（２） 助成金を他の用途に使用したとき。 

（３） 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法

令に基づく命令に違反したとき。 

（４） この条例又はこの条例に基づく規則その他の規程に違反した 



とき。 

 （助成金の返還） 

第７条 区長は、前条の規定により交付の決定を取り消した場合におい

て、すでに助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を

命ずるものとする。 

 （違約金） 

第８条 前条の規定により助成金の返還を命ぜられたものは、当該命令

に係る助成金の交付を受けた日から返還の日までの日数に応じ、当該

助成金の返還額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した違約

金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

 （委任） 

第９条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

   付 則 

 この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

 （提案理由） 

 耐震工事等に対する助成制度を整備する必要があるので、この条例案

を提出いたします。 


